
⑩受診票・問診票
（紙）への健診
結果等の記入

ｑ

歯科健康診査事業（後期高齢者歯科健康診査及び歯周疾患検診）に係る個人情報の流れ

対象者情報

住基DB

（資料35－１）

新宿区

対象者

⑫健診実施後の受診票・
問診票（紙）の受理

ホスト
コンピュータ

受診票

医療機関

⑧提出
（持参）

⑨健診の実施

⑪提出（手渡し）

⑬健診実施後の健診結果
情報のデータ化
（ＣＳＶ）

受診票

区が直接引
き取り、鍵
付きケース
等で運搬す
る。

⑦帳票の
受取り

：システム改修
の内容

問診票

問診票

（自動取込み）

①対象者データ
の抽出・提供
（DVD-R等の
手渡し）

委託先

③受診票への印字

⑤納品
（手渡し）

⑥帳票の発送
（郵送）

④封入封緘

ｑ

健康づくり課
保健情報システム（対人系）

（情報システム課
情報システム統合基盤）

受診票・問診
票はカルテと
同じ扱いとし、
５年間保管後、
廃棄する。

⑭健診実施後の健診
結果情報（ＣＳＶ）
の取込み

・アクセス制御
・ＩＤ・パスワード認証
・ウイルス対策
・ログ監視
・他ネットワークとの分離
・改修時の検証作業は区が実施する。

１ 後期高齢者歯科健康
診査対象者の抽出・管
理機能の追加

２ 後期高齢者歯科健康
診査実施後の受診票及
び問診票情報の取込み
機能の追加

３ 現行の歯周疾患検診
に係る情報項目の追加

※上記①から⑥までの流れの詳細については、
資料３５ー２参照

②帳票作成

後期高齢者
歯科健康診査
対象者

歯周疾患検診
対象者

現行、「受診票への印字」に
ついては区で行っているが、
「帳票作成」及び「封入封
緘」と合わせて、全て一括し
て事業者に委託する。


